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▼日　時　11 月 21 日（木）14 時～ 16 時

▼場　所　アザレアホール須恵

▼対象者　須恵町内の源泉徴収義務者
※会場の駐車台数に限りがありますので、来場さ

れるときは、できるだけ公共交通機関をご利用
ください。

※年末調整関係資料を事前に送付しますので、必
ずご持参ください。

▼問合せ先　香椎税務署　☎ 661-1031

税務課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線131）

年末調整説明会

町
の
人
口

10 月の納税
町・県民税・３期分
国民健康保険税・５期分

後期高齢者医療保険税・４期分

人　口

世帯数

２万7144人（－32）
男性：１万3242人（－19)　女性：１万3902人（－13）

１万573戸（±0）
平成25年８月31日現在（　）＝前月比

町の掲示板

　11 月 18 日（月）から 24 日（日）までは「女
性の人権ホットライン」強化週間です。
　夫やパートナーからの暴力、職場のセクハラ、
ストーカーなど、悩みや困りごとがあったら、ど
んな些細なことでもひとりで悩まずお電話くださ
い。人権擁護委員と法務局職員が無料で相談に応
じます。また、秘密は厳守されますので、お気軽
にご相談ください。

▼相談電話番号　0570-070-810

▼時　間　
　11 月 18 日（月）～ 22 日（金）８時 30 分～ 19 時
　11 月 23 日（土）～ 24 日（日）10 時～ 17 時

▼問合せ先　福岡法務局・福岡県人権擁護委員連
合会　☎ 832-4311

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線123番）

女性ホットライン強化週間

　公立小中学校の講師、養護助教諭、学校栄養士
代理職員、学校事務代理職員の登録者を募集して
います。ぜひ登録をお願いします。
※特に小学校、中学校（国語・数学・技術）、学

校栄養士の講師希望者が少ない状況です。

▼勤務地　筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府
市・那珂川町・宇美町・志免町・須恵町・粕屋
町・篠栗町・久山町・新宮町・古賀市・宗像市・
福津市・糸島市の公立小中学校

▼資　格
・講師…希望する校種、教科の教育職員免許状
・養護助教諭…養護教諭免許状
・学校栄養士代理職員…栄養士の資格
・学校事務代理職員…免許状などは不要。
※いずれも取得見込みも可。有効期限をご確認く

ださい。

▼申込み　福岡県公立学校講師等志願書（以下志
願書）に必要事項を記入し、福岡教育事務所に
提出してください。（郵送可）

　なお、志願書は福岡教育事務所で配布していま
す。（福岡県教育委員会のホームページでもダウ
ンロードできます）

▼問合せ先　福岡教育事務所　総務課教職員係
　〒 812-0046
　福岡市博多区吉塚本町 13 番 50 号
　☎ 643-0113

子ども教育課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線245）

公立小中学校の
講師等登録制度のご案内

　マイバック（買い物袋）を持ち歩いたり、包装
をシンプルにしたりして、私たち一人ひとりが普
段の買い物で環境のことを考えてごみを減らして
いきませんか。
●買い物の際にはマイバックを持参し、不要なレ
ジ袋の辞退に努めましょう。

●不要な包装は断りましょう。
●詰め替え商品や簡易包装商品、エコマークなど
の環境配慮商品を選びましょう。

▼問合せ先　福岡県循環型社会推進課
　☎ 643-3371

地域振興課
☎932-1438（ダイヤルイン）☎932-1151（内線217）

10月はマイバックキャンペーン
強化月間

６月定例会

▼固定資産評価審査委員会委員（再任）
　渡邉　親善氏（旅石区）
　任期＝３年間
　（平成 25 年８月１日～平成 28 年７月 31 日）
９月定例会

▼須恵町監査委員（再任）
　百田　清二氏（佐谷区）
　任期＝４年間
　（平成 25 年 12 月 22 日～同 29 年 12 月 21 日）

議会定例会　人事のお知らせ

　11 月９日（土）から 15 日（金）までの１週間、
秋の火災予防運動が実施されます。
　火災が発生しやすい季節を迎えます。住民のみ
なさんに、防火防災に関する正しい知識と防災行
動力を高めていただくことを目的としています。
　火災の発生・拡大を防止し、尊い生命と貴重な
財産を守りましょう。
　期間中、町内全域にわたり消防署・消防団では、
防火を呼びかける巡回広報を行います。また、午
前７時と午後９時にサイレンを１回鳴らします。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。

総務課
☎932-1152（ダイヤルイン）☎932-1151（内線318）

火災の予防に努めましょう

　昨年度まで、冬季は芝生養生のため、多目的グ
ラウンドの利用ができませんでした。しかし、今
年度から冬芝を植えることにより、冬季も同グラ
ウンドの利用が可能となりました。
　ただし、次の冬芝養生期間は、ご利用ができま
せんのでご注意ください。
【養生期間】　10 月７日（月）～ 11 月２日（土）

社会教育課
☎934-0030

運動公園若杉の森　多目的グラウンド
利用休止期間のお知らせ




